
令和８年度からの延長保育料の料金設定（予定） 

（公立保育所・公立認定こども園の場合） 

保育短時間認定の場合は７：００～８：5９及び 1７:01～１９：００、保育標準時間認定の場合は７：００～７：２９及び 18:31～１

９：００の時間帯は 30 分単位で以下の延長保育料がかかります。なお、延長保育を利用できるのは閉園時間までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 2 子は約半額（110 円）、第 3 子以降は無料です。 

※市区町村民税の所得割額が 77,100 円以下のひとり親世帯等の第 1 子は、約半額（110 円）です。第 2 子以降、生活保護

世帯や市区町村民税非課税世帯等は延長保育料も無料です。 

 

〈30 分あたりの金額の軽減について〉 

〇第 2 子は上記料金の約半額（時間帯ごとに各 110 円）、第 3 子以降は無料です。 

〇市区町村民税の所得割額が７7,１00 円以下のひとり親世帯等の第 1 子は約半額（時間帯ごとに各 110 円）、第 2 子以降は

無料です。 

〇生活保護世帯や市区町村民税非課税世帯等は延長保育料は無料です。 

 

〈１月あたりの上限金額について〉 

〇時間帯ごとの月額の上限額は、それぞれ 3,910 円です。 

〇第 2 子または市区町村民税の所得割額が 77,100 円以下のひとり親世帯等の第 1 子の延長保育料はそれぞれ１月あたり

1,870 円が上限です。 

 

※第 2 子・第 3 子のカウント方法について※ 

①市区町村民税所得割額が５７，７００円未満の世帯は、生計が同一の兄姉（成年に達している児童を含む）から数えます。 

②市区町村民税所得割額が５７，７００円以上の世帯は、就学前の児童（認可外保育施設等の在園児や在宅の児童を除く）であ

る兄姉から数えます。 

③②の世帯のうち、ひとり親世帯等で市区町村民税所得割額が７７，１００円以下の世帯は、生計が同一の兄姉（成年に達して

いる児童を含む）から数えます。

※森町保育送迎ステーションのみ
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